
掛川市教育委員会規則第８号

掛川市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月２３日

掛川市教育委員会教育長

（別紙）



掛川市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則

次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 掛川市スポーツ推進委員規則（平成17年掛川市教育委員会規則第33号）

(2) 掛川市いこいの広場条例施行規則（平成17年掛川市教育委員会規則第35号）

(3) 掛川市安養寺運動公園条例施行規則（平成17年掛川市教育委員会規則第36号）

(4) 掛川市下垂木多目的広場条例施行規則（平成17年掛川市教育委員会規則第37号）

(5) 掛川市海洋センター条例施行規則（平成17年掛川市教育委員会規則第39号）

(6) 掛川市大東体育施設条例施行規則（平成17年掛川市教育委員会規則第40号）

(7) 掛川市大須賀運動場条例施行規則（平成18年掛川市教育委員会規則第３号）

(8) 東遠カルチャーパーク総合体育館条例施行規則（平成18年掛川市教育委員会規則第４号）

(9) 掛川市南体育館条例施行規則（平成25年掛川市教育委員会規則第５号）

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


